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１ 趣旨 

教育大綱は、総合教育会議の場において、首長と教育委員会が協議・調整し、首長が

策定するもので、大綱を定めることにより、地方公共団体としての教育政策に関する方

向性を明確にするものです。 

彦根市教育大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に基づ

き、彦根市における教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策について、その

目標や施策の根本となる方針を定めるものです。 

 

２ 彦根市教育行政の体系 

 

彦 根 市 総 合 計 画

彦 根 市 教 育 大 綱

基本方針

心を磨き 可能性を引き出す 彦根の教育

～主体的に学びあい、自分らしく輝く未来をつくる～

基本目標

（４）学び手の思いを実現する環境を整備する

（１）新しい価値を生み出す学習者主体の学びをつくる

彦 根 市 教 育 行 政 方 針

（２）誰一人取り残さない共生社会をともにつくる

（３）地域の恵みを生かし、生涯にわたって学ぶ機会をつくる


